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三郷町告示第３１号 

 

 

  令和７年第３回（９月）三郷町議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

 

                            令和７年８月２２日 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

 

記 

 

 

１．日  時    令和７年９月３日（水） 

                午前９時３０分 

 

２．場  所    三郷町議場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

令和７年第３回（９月）三郷町議会定例会議案等一覧表 

議案番号 件       名 頁 

同意第 ３号 

 

同意第 ４号 

承認第 ５号 

 

認定第 １号 

 

認定第 ２号 

認定第 ３号 

認定第 ４号 

 

議案第５３号 

議案第５４号 

議案第５５号 

議案第５６号 

議案第５７号 

議案第５８号 

 

議案第５９号 

議案第６０号 

議案第６１号 

 

議案第６２号 

 

報告事項 

報告第 ４号 

報告第 ５号 

報告第 ６号 

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

令和７年度三郷町一般会計補正予算（第３号）の専決処分につ

いて 

令和６年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

令和６年度三郷町下水道事業会計決算の認定について 

令和６年度三郷町水道事業会計決算の認定について 

令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特

別会計（三郷町）歳入歳出決算認定について 

令和７年度三郷町一般会計補正予算（第４号） 

令和７年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予算（第１号） 

令和７年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

令和７年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

令和７年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

令和６年度三郷町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

三郷町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

三郷町火入れに関する条例の一部改正について 

令和７年度三郷町浸水対策下水道雨水管築造工事（勢野東２工

区）請負契約の締結について 

財産の取得について 

 

 

令和６年度三郷町の財政の健全化判断比率について 

令和６年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足比率について 

令和６年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率について 
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報告第 ７号 

 

報告第 ８号 

報告第 ９号 

報告第１０号 

三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価の結果について 

公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況について 

令和６年度ふるさと寄附金について 

寄附の受け入れについて 

32 

 

33 

34 

36 



 

1 

同意第３号 

 

 

    固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに 

    ついて 

 

 下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３条

第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

              令和７年９月３日提出 

                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 住  所  生駒郡三郷町美松ケ丘西１丁目４番６号 

 氏  名  太田 洋士 

 生年月日  昭和２８年８月１９日 

 理  由  令和７年９月３０日任期満了による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

同意第４号 

 

 

    教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 下記の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

              令和７年９月３日提出 

                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 住  所  生駒郡三郷町立野南１丁目１０番１５号 

 氏  名  秋田 知美 

 生年月日  昭和３５年１２月２６日 

 理  由  令和７年９月３０日任期満了による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

承認第５号 

 

 

    令和７年度三郷町一般会計補正予算（第３号）の専決処分につ 

いて 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

              令和７年９月３日提出 

                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

認定第１号 

 

 

    令和６年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度三郷町一般会計、住宅新

築資金等貸付事業特別会計、し尿浄化槽管理特別会計、国民健康保険特別会計、介

護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

をつけて議会の認定に付する。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

認定第２号 

 

 

    令和６年度三郷町下水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度三郷町下水道事業会計

の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

認定第３号 

 

 

    令和６年度三郷町水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度三郷町水道事業会計の

決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

認定第４号 

 

 

    令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特 

別会計（三郷町）歳入歳出決算認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第２９２条において準用する

地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第５条第３項の規定により、

令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計（三郷町）歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 
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歳         入    (単位  円）

収 入 未 済 額

318,371,715

1 318,371,715

2 0

318,371,715

歳　　　　　出    (単位  円）

不 用 額

2,910,863

1 2,910,863

2,910,863

円

令和７年３月３１日　　提出

奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

管理者 平　岡　清　司

令和６年度　　

歳　　　入

款

項

第2号 第3号

1諸収入 0 0 0 325,238,852 6,867,137 0 318,371,715

0 0 0 325,236,852 6,865,137 0 318,371,715

0 0 0 325,236,852 6,865,137 0 318,371,715

1 現 年 償 還分 0 0 0 0 0 0 0 0

2 滞 納 繰 越分 0 0 0 9,768,000 325,236,852 6,865,137 0 318,371,715

0 0 0 2,000 2,000 0 0

0 0 0 2,000 2,000 0 0

1 雑 入 0 0 0 2,000 2,000 0 0

0 0 0 325,238,852 6,867,137 0 318,371,715

歳　　　出

款

項

第2号 第3号

1総務費 0 0 0 0 9,778,000 6,867,137 0 0 0 2,910,863

0 0 0 0 9,778,000 6,867,137 0 0 0 2,910,863

0 0 0 0 9,778,000 6,867,137 0 0 0 2,910,863

18
負担金、補助

及 び 交 付 金
0 0 0 0 9,768,000 6,865,137 0 0 0 2,902,863

返戻

金

22
償 還 金、

利子及び割引料
0 0 0 0 10,000 2,000 0 0 0 8,000

0 0 0 0 9,778,000 6,867,137 0 0 0 2,910,863

予算現額と収入

済額 との比 較

1 諸 収 入 9,778,000 325,238,852 6,867,137 0 △ 2,910,863

令和６年度　　 奈 良 県 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金 回 収 管 理 組 合 市 町 村 特 別 会 計 （ 三 郷 町 ） 歳 入 歳 出 決 算 書

款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額

雑 入 10,000 2,000 2,000 0 △ 8,000

貸付金元利収入 9,768,000 325,236,852 6,865,137 0 △ 2,902,863

款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額
予算現額と支出

済額 との比 較

歳 入 合 計 9,778,000 325,238,852 6,867,137 0 △ 2,910,863

歳 出 合 計 9,778,000 6,867,137 0 2,910,863

歳 入 歳 出 差 引 残 額 0

2,910,863

総 務 管 理 費 9,778,000 6,867,137 0 2,910,863

1 総 務 費 9,778,000 6,867,137 0

当 初

予 算 額

補正予算額 継続費及び繰

越事業費繰越

財 源充 当費

計
目 第1号

奈 良 県 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付金 回収 管理 組合 市町 村特 別会 計（ 三郷 町） 歳入 歳出 事項 別明 細書

（単位　円）

予 算 現 額

調 定 額 収 入 済 額
不  納

欠損額
収 入 未 済 額 備　考

9,778,000 0 9,778,000

1貸付金元利収入 9,768,000 0 9,768,000

9,768,000 0

2雑入 10,000 0 10,000

1貸付金元利収入 9,768,000 0 9,768,000

0 0

１雑入 10,000 0 10,000

10,000 0 10,000

不 用 額 備考
当 初

予 算 額

補正予算額 継続費及び繰

越事業費繰越

財 源充 当費

予備費支出

及 び

流用増減額

歳 入 合 計 9,778,000 0 9,778,000

（単位　円）

計
継 続 費

逓 次 繰 越

繰 越

明 許 費
事 故 繰 越

目 第1号

予 算 現 額

支 出 済 額

翌年度繰越額

9,768,000 0

10,000 0

歳 出 合 計 9,778,000 0

9,778,000 0

1総務管理費 9,778,000 0

1一般管理費 9,778,000 0

 

 

 

 

 

 

 



9
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議案第５８号 

 

 

    令和６年度三郷町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ 

いて 

     

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、別紙のとおり令和６年度三郷町下

水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議会の議決を求める。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 
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（単位：円）

資　本　金 資本剰余金 未処分利益剰余金

1,491,157,642 55,441,622 139,603,021

62,916,827 0 △139,603,021 

 減債積立金の積立 △76,686,194 

 建設改良積立金の積立

 資本金への組入 62,916,827 △62,916,827 

（繰越利益剰余金）

1,554,074,469 55,441,622 0

 当年度末残高

 議会の議決による処分額

 処分後残高

令和６年度三郷町下水道事業剰余金処分計算書
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議案第５９号 

 

 

    三郷町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

     

 三郷町職員の旅費に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

令和７年９月３日提出 

                                 三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

   三郷町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 三郷町職員の旅費に関する条例（昭和４３年３月三郷町条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第６項の規定に

基づき、」を削り、「必要な事項を定めることを目的とする」を「諸般の基準を定

め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする

」に改める。 

 第２条第１号中「旅行」の次に「し、又は職員以外の者が公務のため一時その住

所又は居所を離れて旅行」を加え、同条第２号中「届出はしないが」を「婚姻の届

出をしていないが、」に改め、「含む」の次に「。次条第２項において同じ」を加

え、同条に次の１号を加える。 

 (3) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業者（昭和２７年法律第２３９号）第６条

の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他規則で定める者（以下この号

において「旅行業者等」という。）であつて、町と旅行役務提供契約（旅行業

者等が町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供する

ことを約し、かつ、町が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する

金額を支払うことを約する契約をいう。次条第７項において同じ。）を締結し

たものをいう。 

 第３条第１項中「旅費」を「、旅費」に改め、同条第３項中「地方公務員法」の

次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加え、「第２８条第４項」を「第１６条

各号」に改め、「第２９条」の次に「第１項各号」を加え、「場合には」を「とき

は」に改め、同条第４項中「当該職員の任命権者以外」を「町」に改め、「依頼」

の次に「又は要求」を加え、「証人」を「、証人」に改め、「場合」の次に「その

他町費を支弁として旅行させる必要がある場合」を加え、「当該職員」を「、その

者」に改め、同条第５項中「その出発前に」を削り、「旅行命令等を」を「旅行命

令等の」に、「取消」を「取消し」に、「以下」を「同項及び同条第４項並びに第

５条において」に、「され」を「を受け」に、「において」を「その他規則で定め

る場合には」に改め、「金額があるときは、その」を削り、「なつた金額で町長が

」を「なる金額又は支出を要する金額で規則で」に改め、「基準による」を削り、

同条第６項中「交通機関の事故又は」を削り、「その他町長が」を「その他規則で
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」に改め、「おいて、そのことが故意又は過失によるものではないと証明されたと

き」を削り、「町長が定める基準による」を「規則で定める」に改め、同条に次の

１項を加える。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項までに規定する場合において、町が旅行役

務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項

に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金

額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

 第４条第１項中「任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者（

以下「旅行命令権者」という。）」を「旅行命令権者」に改め、「以下」の次に「

この条及び次条において」を加え、同条第３項中「を変更する」を「の変更をする

」に、「これを変更」を「その変更を」に改め、「場合」の次に「で、前項の規定

に該当する場合」を加え、同条第４項及び第５項を次のように改める。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又

は旅行依頼簿（以下この条において「旅行命令簿等」という。）に規則で定める

事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。

ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、

この限りでない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、

できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなけれ

ばならない。 

 第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「あらかじめ、」を「、

あらかじめ」に改め、同条第２項中「時間的余裕」を「いとま」に、「すみやかに

」を「できるだけ速やかに」に改め、同条第３項中「うける」を「受ける」に改め

る。 

 第６条第１項中「日当及び宿泊料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及

び宿泊手当」に改め、同条第５項中「陸路（鉄道を除く。以下同じ。）」を「自家

用自動車を使用した」に改め、「又は実費額」を削り、同条第６項及び第７項を次

のように改める。 

６ その他の交通費は、陸路（鉄道及び自家用自動車を除く。以下同じ。）旅行に

ついて、実費額により支給する。 

７ 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用について、第１５条の額を上限とした実
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費額により支給する。 

 第６条に次の２項を加える。 

８ 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用につい

て、第１６条の額を上限とした実費額により支給する。 

９ 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用について、旅

行中の夜数に応じ１夜当たりの定額により支給する。 

 第７条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第

１０条から第１７条までに規定する種目及び内容に基づき」を加え、「の旅費によ

り」を「によつて」に、「方法によつて」を「方法により」に改める。 

 第８条及び第８条の２を削り、第９条を第８条とする。 

第１０条第１項中「者及び」を「旅行者及び」に、「よる」を「係る」に、「受

けた者」を「受けた旅行者」に改め、「するもの」の次に「並びに旅費に相当する

金額の支払を受けようとする旅行役務提供者」を加え、「事項を記入し、又は必要

に応じて所定の書類を添付して」を「資料を添えて」に、「当該旅費の支払をする

者（以下「支払担当者」という。）」を「町長」に、「添付書類」を「資料」に、

「旅費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に、「、その書類」を「その資料」

に改め、「その旅費」の次に「又は旅費に相当する金額」を加え、同条第２項中「

よる」を「係る」に、「者」を「旅行者」に改め、同条第３項中「支払担当者」を

「町長」に、「、過払金」を「過払金」に、「当該過払金」を「、当該過払金」に

改め、同条第４項中「添付書類」を「資料」に、「及び様式並びに」を「又は記録

事項、」に改め、「期間」の次に「並びに第４項に規定する給与の種類その他の必

要な事項」を加え、「町長が」を「規則で」に改め、同条を第９条とする。 

 第１１条から第１３条までを削り、第９条の次に次の３条を加える。 

 （鉄道賃） 

第１０条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項

に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第

１条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用

する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第６号まで

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務の

ため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 (1) 運賃 
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 (2) 急行料金 

 (3) 寝台料金 

 (4) 座席指定料金 

 (5) 特別車両料金（町長、副町長及び教育長に限る。） 

 (6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移

動するときは最下級の運賃の額とする。 

 （船賃） 

第１１条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項

に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下

同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号

から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもので

あつて、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 (1) 運賃 

 (2) 寝台料金 

 (3) 座席指定料金 

 (4) 特別船室料金（町長、副町長及び教育長に限る。） 

 (5) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移

動するときは最下級の運賃の額とする。 

 （航空賃） 

第１２条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８

項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。

以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第

２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもので

あつて、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

 (1) 運賃 

 (2) 座席指定料金 

 (3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 
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 第１４条第１項ただし書を削り、同条第２項中「第９条」を「第８条」に改め、

同条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （その他の交通費） 

第１４条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動（自家用

自動車を使用する移動を除く。）に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用

（第２号から第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。

）の額の合計額とする。 

 (1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 

 (2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す

る自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）

を利用する移動に要する運賃 

 (3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第８０条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要す

る費用 

 (4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

 第１５条及び第１６条を次のように改める。 

 （宿泊費） 

第１５条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び

旅行者の職務を勘案して別表第１に定める額（次条において「宿泊費基準額」と

いう。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定

める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 （包括宿泊費） 

第１６条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用

とし、その額は、当該移動に係る第１０条から第１４条までの規定による交通費

の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

第１９条第１項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合」を「

町以外の者から旅費の支給を受ける場合」に、「当該旅行」を「旅行」に、「、不

当に」を「不当に」に改め、同条第２項中「、又は」を「又は」に改め、同条を第

２０条とする。 
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 第１８条中「死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費」を「出

張の例に準じて規則で定めるもの」に改め、同条第２項を削り、同条を第１９条と

する。 

 第１７条中「となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地ま

での前職務相当の旅費」を「の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅

行について、出張の例に準じて規則で定めるもの」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期

間を延長することができる。 

第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

 （宿泊手当） 

第１７条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、

その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第２に定める一夜当たりの定額と

する。 

 第２２条を削り、第２１条を第２５条とし、第２０条を第２４条とし、第２０条

の次に次の３条を加える。 

 （証人等の旅費） 

第２１条 第３条第４項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがあ

る場合を除くほか、任命権者が町長に協議して定めるものとする。 

 （旅費の支給額の上限） 

第２２条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、

第１０条第１項各号、第１１条第１項各号、第１２条第１項各号、第１３条第１

項及び第１４条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第７条の規定により

計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合

計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第１５条及び

第１６条並びに第７条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該

各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

 （旅費の返納） 

第２３条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の

規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当
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該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた

場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し

支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引く

ことができる。 

 本則に次の１条を加える。 

 （その他） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続

その他この条例の実施のため必要な事項は、町長が規則で定める。 

 付則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第１５条関係） 

区分 宿泊費基準額（１夜につき） 

埼玉県、東京都及び京都府 １９，０００円 

福岡県 １８，０００円 

千葉県 １７，０００円 

神奈川県及び新潟県 １６，０００円 

香川県 １５，０００円 

熊本県 １４，０００円 

北海道、岐阜県、大阪府及び広島県 １３，０００円 

山梨県、兵庫県、宮崎県及び鹿児島県 １２，０００円 

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、

愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県

、佐賀県、長崎県、大分県及び沖縄県 

１１，０００円 

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、

岡山県、徳島県及び愛媛県 

１０，０００円 

岩手県、石川県、静岡県、三重県及び島根県 ９，０００円 

福島県、鳥取県及び山口県 ８，０００円 

別表第２（第１７条関係） 

宿泊手当（１夜につき） ２，４００円 

   付 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の三郷町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の

施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお

従前の例による。 
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議案第６０号 

 

 

    三郷町火入れに関する条例の一部改正について 

     

 三郷町火入れに関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

令和７年９月３日提出 

                                 三郷町長 木谷 慎一郎 
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   三郷町火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

 三郷町火入れに関する条例（昭和５９年６月三郷町条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１４条中「異常乾燥注意報」を「乾燥注意報」に、「発令」を「発表又は発令

」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６１号 

 

 

    令和７年度三郷町浸水対策下水道雨水管築造工事（勢野東２工 

区）請負契約の締結について 

 

 下記のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

              令和７年９月３日提出 

                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

記 

 

１．契約の目的   令和７年度三郷町浸水対策下水道雨水管築造工事（勢野東２

工区） 

 

２．契約の方法   一般競争入札 

 

３．契約の金額   ２９７，９９０，０００円 

 

４．契約の相手方  奈良県五條市西吉野町和田２８４番地３ 

株式会社 上香建設 

代表取締役 上村 貴也 
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議案第６２号 

 

 

    財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

１．名   称  第二期ＧＩＧＡ情報端末購入 

 

２．数   量  １，７９１台 

 

３．取得の方法  随意契約 

 

４．取得の金額  ９８，１１０，９８０円  

 

５．取得の相手方 奈良県奈良市高天町１０－１ Ｔ．Ｔビル４階 

          キステム株式会社 奈良本社 

           事業統括取締役 井門 英也 
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報告第４号 

 

 

    令和６年度三郷町の財政の健全化判断比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和６年

度三郷町の財政の健全化判断比率を別紙監査委員の意見を付けて報告します。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 

健全化判断比率 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － ４．９％ ６８．６％ 
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報告第５号 

 

 

    令和６年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足比率について    

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和６

年度三郷町下水道事業会計に係る資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて報告

します。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 

資金不足比率 備   考 

－ 算定値 △６５．９３％ 
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30 

報告第６号 

 

 

    令和６年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率について    

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和６

年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて報告し

ます。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 

資金不足比率 備   考 

－ 算定値 △８０．４３％ 
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32 

報告第７号 

 

 

    三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価の結果について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、三郷町

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い

ましたので、その結果について報告します。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町教育委員会 

 

 

記 

 

報告事項 

 (1) 令和６年度三郷町教育委員会の活動状況について 

 (2) 令和６年度三郷町教育委員会の施策の点検及び評価について 
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報告第８号 

 

 

    公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況について 

 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人三郷町文化振興財

団の経営状況について報告します。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

報告事項 

 (1) 令和６年度公益財団法人三郷町文化振興財団の事業報告及び決算について  

 (2) 令和７年度公益財団法人三郷町文化振興財団の事業計画及び予算について 
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報告第９号 

 

 

    令和６年度ふるさと寄附金について 

 

 令和６年度ふるさと寄附金について、別紙のとおり報告します。 

 

 

                            令和７年９月３日提出 

                                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 件 数 ３１０件 

 

 金 額 ５，６７１，２００円 
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（敬称略）

番号 寄付受付日 公表 氏　名 住　所 金　額

1 令和6年4月1日 ○ 村田　美穂 奈良県北葛城郡河合町 12,000 円

2 令和6年6月6日 ○ 浅野　佳介 北海道札幌市 17,000 円

3 令和6年6月24日 ○ 植山　英樹 静岡県菊川市 6,000 円

4 令和6年6月30日 ○ 柳田　瞳 東京都福生市 14,000 円

5 令和6年7月13日 ○ 松原　誠輝 奈良県大和郡山市 20,000 円

6 令和6年8月3日 ○ 小川　晃弘 東京都調布市 6,000 円

7 令和6年9月22日 ○ 吉村　昭人 千葉県松戸市 9,000 円

8 令和6年10月13日 ○ 上野　充代 大阪府大阪市城東区 17,000 円

9 令和6年10月13日 ○ 上野　充代 大阪府大阪市城東区 17,000 円

10 令和6年10月17日 ○ 森　美咲子 愛知県一宮市 6,000 円

11 令和6年10月17日 ○ 金城　沙也加 沖縄県中頭郡北谷町 7,000 円

12 令和6年11月28日 ○ 灘　瑛一郎 大阪府八尾市 20,000 円

13 令和6年11月28日 ○ 灘　瑛一郎 大阪府八尾市 20,000 円

14 令和6年11月28日 ○ 灘　瑛一郎 大阪府八尾市 20,000 円

15 令和6年11月28日 ○ 灘　瑛一郎 大阪府八尾市 20,000 円

16 令和6年11月30日 ○ 竹市　博美 埼玉県さいたま市浦和区 14,000 円

17 令和6年12月3日 ○ 伊藤　哲也 奈良県生駒郡平群町 12,000 円

18 令和6年12月8日 ○ 佐藤　忍 奈良県奈良市 13,000 円

19 令和6年12月31日 ○ 柏元　功太郎 東京都文京区 6,000 円

20 令和6年12月31日 ○ 池辺　啓介 東京都練馬区 7,000 円

21 令和7年3月4日 ○ 村田　淳一 東京都三鷹市 13,000 円

22 令和7年3月23日 ○ 村田　美穂 奈良県北葛城郡河合町 9,000 円

285,000 円

5,386,200 円

5,671,200 円

令和６年度ふるさと寄附金（ガンバレ三郷！応援寄附金）

公表　計

匿名　計

寄付総額
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報告第１０号 

 

 

    寄附の受け入れについて 

 

 下記のとおり寄附があり、受け入れたので報告します。 

 

 

              令和７年９月３日提出 

                三郷町長 木谷 慎一郎 

 

 

記 

 

 （一般寄附関係） 

 受入日 令和７年７月３１日 

 住 所 奈良市学園北２丁目４番１号 

氏 名 大阪ガス株式会社 東部・奈良地区統括支配人 泉 誠太郎 様 

    （Daigasグループ“小さな灯”運動） 

 物 品 遊具（シャベルセット等）一式 

     （三郷町立西部保育園において使用） 

 目 的 社会福祉振興事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


